
 

◆ 目標 指標◆

目 標 現状値 目標値

食育に関心をもっている県民の割合 ％ ％以上

朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数 回／週 回以上／週

地域等で共食したいと思う人が共食する割合 ％ ％以上

朝食を欠食している県民（成人）

の割合

歳代男性 ％ ％以下

歳代男性 ％ ％以下

毎日朝食を食べる児童生徒の

割合

小学生 ％ ％

中学生 ％ ％

学校給食における地場産物を使用する割合 ％ ％以上

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上

ほぼ毎日食べている県民の割合
％ ％以上

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上

ほぼ毎日食べている若い世代の割合
％ ％以上

生活習慣病の予防や改善のために、普段から適正体重の維持

や減塩等に気をつけた食生活を実践する県民の割合
― ％以上

成人肥満者（ 以上）の

割合

男性（ 歳以上） ％ ％以下

女性（ 歳以上） ％ ％以下

ゆっくりよく噛んで食べるなどの食べ方に関心のある

県民の割合
％ ％以上

農山漁村交流滞在人口 万人 万人

食育の推進に関わるボランティア数 人 人以上

食の安心・安全に関する講習会等の受講者数 人 維持する

食品の検査件数（人口 万人あたり） 件 維持する

「やまぐち食べきり協力店」の店舗数 店舗 店舗

郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれて

きた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を継承し、

地域や次世代（子どもや孫を含む）に対して伝えている

県民の割合

％ ％以上

郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれて

きた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を継承し

ている若い世代の割合

％ ％以上

※現状値は平成 25 年度～平成 28 年度 

 

第６章 食育推進計画の推進体制

１ 県における推進体制

食育は幅広い分野にわたる様々な取組が求められるため、本県では、それぞれの立場

から食育に取り組む関係機関や有識者から構成される「山口県食育推進会議（平成

年（ 年）８月設置）」を食育推進の中心的な組織として位置付け、食育推進計画の

作成及び食育推進のあり方に関して検討・意見交換を行うとともに、関係者がその特性

や能力を生かしつつ、主体的かつ互いに連携・協働することにより食育を推進します。

また、関係部局で構成する「食育推進連絡会議」及び「ワーキンググループ」により、

県が実施する食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。

さらに、市町や関係者・団体等と連携・協力を図り、地域レベルのネットワークを活

用した取組支援等を行い、『県民運動』として食育を推進します。

 県民運動として

食育を推進

食でつながる

ひとづくり 地域づくり

山口県食育推進会議 （関係機関・有識者）

県 食育推進連絡会議

各市町食育推進計画に基

づく施策の実施

県内市町

教育・保育等関係者、農林

漁業・食品産業、消費者等 

関係者・団体等

（関係部局）

（関係部局担当者）ワーキンググループ



 

２ 関係者の役割

（１）県民

県民一人一人が、生涯にわたって健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食に関

する正しい知識と理解を深め食育の推進に寄与するよう努めることが期待されます。 

（２）県

県は、本計画に基づいた食育を着実に推進するため、国や市町、教育・保育、農林漁

業、食品産業等の関係者及びその団体等と連携・協力を図り、本県の特性を生かした施

策や取組を計画的に実施します。

（３）教育・保育等関係者

子どもの成長に応じた健全な食習慣が形成されるよう、あらゆる機会や場所を活用し

て、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、家庭、学校、保育所、幼稚園等が連

携しながら食育に取り組むことが期待されます。

（４）農林漁業、食品関連事業者等

生産から消費に至る食についての県民の理解が深まるよう、多様な体験の機会や情報

の提供等を行うとともに、食育の推進に関する施策や活動に協力することが期待されま

す。

（５）市町

地域の特性を生かした食育を推進するため、その基本的な方針等を示した市町食育推

進計画に基づき、県や関係機関・団体等と連携・協力した取組を進めます。

 

３ 計画の進行管理

計画の推進に当たっては、施策を効果的に推進していくため、山口県食育推進会議に

おいて、計画の進捗状況等を把握し、適正な進行管理に努めます。

４ 計画の見直し

計画期間終了前であっても、社会情勢の変化や計画の進捗状況等により、見直しの必

要性や時期等について検討し、山口県食育推進会議の意見等を聴いた上で、必要に応じ

て計画の見直しを行います。
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